
IN室 学生支援課 部局担当者 監督責任者 配慮提供者 総括監督責任者
（基幹教育合理的配慮
コーディネーター）

（基幹教育院長） （授業担当教員） （担当理事）

　　　　　　　　　　　　　　　　※科目実施班長による事前確認は省略

合意形成されなかった場合

最終合意形成日

関係委員会へ附議

報告

関係委員会へ報告、各部局内で共有

１０.合理的配慮のモニタリング

基幹教育における障害のある学生の合理的配慮について

１.学生による合理的配慮の申請

２.IN室による必要性判断
（必要に応じて面談を実施）

３.部局による内容確認
　【担当者：基幹教育合理的配慮コーディネー
ター】
　・基幹教育科目に合理的配慮申請があったこと
を認　識し、申請内容を確認する。不明な点は学
生支援課に尋ねる。
　・申請内容を実施する際に費用を要する場合
は、基幹教育院長に相談する。
４.配慮提供者による適当性判断
　【担当者：授業担当教員】
　・配慮提供の可否について判断する。
　・提供困難な場合は建設的対話により、教育目
的に沿った支援内容を設定する。この設定の中で
科目実施班長・専門チーム長の意見を伺い、参考
とすることがある。

学生

５.建設的対話
　・授業担当教員と学生の間で実施。
　・学生がコーディネーターの同席を希望してる
場合は、コーディネーターが建設的対話の実施に
係る日程を調整の上、同席する。建設的対話の記
録は、コーディネーターまたは学生が行う。

６.監督責任者（部局長等）による合理的配
慮の必要性・適当性の最終確認
　【担当者：基幹教育院長】
　・配慮実施に係る最終的な責任者として「最終
確認」を行い、最終確認が行われた日をもって最
終合意形成日とする。

７.合理的配慮の提供

８.部局での対応が困難な事案の報告相談

９.不服申立

申請

結果確認

必要性判断

確認

合理的配慮の

適当性判断

建設的対話の実施

※実施にかかる日程調整等の準備はシステム外で行う

最終確認

合理的配慮の提供

提供された配慮の

報告入力

提供した配慮

の報告入力

内容確認

合意形成 合意形成

建設的対話への希望があった場合

報告・相談

配慮内容通知

不服申立

不服申立受領

建設的対話の希望を含む

Webシステム上での流れ

Webシステム外での流れ

建設的対話の記録

調整

不服申立受領

検討チームを組織し調整案の提示

調整

報告


